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認
証
取
得
施
設
で
あ
る
本
庁
舎
、

第
二
庁
舎
、
分
庁
舎
の
取
り
組
み

の
結
果
を
【
表
２
】
に
示
し
て
い

ま
す
。
削
減
金
額
で
は
、
本
庁
舎

な
ど
で
12
年
度
を
基
準
と
し
て
、

13
年
度
か
ら
16
年
度
ま
で
の
合
計

で
１
千
１
５
３
万
４
千
６
７
４
円
、

出
先
機
関
で
は
、
14
年
度
を
基
準

と
し
て
15
年
度
か
ら
16
年
度
ま
で

１
千
９
０
万
５
千
９
３
０
円
、
合

計
２
千
２
４
４
万
６
０
４
円
削
減

し
て
い
ま
す
。

Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
の
認
証
期

間
は
、
３
年
間
と
な
っ
て
お
り
、

そ
の
た
め
６
月
28
日
・
29
日
の
２

日
間
に
わ
た
り
更
新
審
査
を
受
検

し
ま
し
た
。
結
果
は
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
１

４
０
０
１
の
規
格
に
適
合
し
て
お

り
、
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ

ム
が
有
効
に
機
能
し
て
い
る
と
認

め
ら
れ
ま
し
た
。

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
６
％
の

削
減
に
向
け
た
取
り
組
み
を
行
う

べ
く
、
地
球
温
暖
化
対
策
実
行
計

画
に
基
づ
き
、
本
庁
舎
を
は
じ
め

31
施
設
が
行
う
事
務
・
事
業
に
よ

り
排
出
し
た
温
室
効
果
ガ
ス
の
排

出
量
を
監
視
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
施
設
で
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
省
資

源
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

平
成
14
年
度
に
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ

ン
タ
ー
な
ど
７
施
設
を
新
た
に
追

加
し
て
監
視
し
て
い
る
た
め
、
温

室
効
果
ガ
ス
（
二
酸
化
炭
素
、
メ

タ
ン
、
一
酸
化
二
窒
素
）
の
排
出

量
は
３
・
65
％
伸
び
、
４
千
６
３

７
ｔ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
【
表
１
】

追
加
施
設
を
考
慮
し
な
い
場
合
で

は
、
７
・
06
％
の
減
少
と
な
っ
て

お
り
、
こ
れ
は
、
出
先
機
関
で
も

本
格
的
に
Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
環

境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
基

づ
き
取
り
組
み
を
行
っ
た
こ
と
や
、

容
器
包
装
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
分
別

収
集
し
、
リ
サ
イ
ク
ル
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
焼
却
量
が
減
っ
た
こ

と
が
主
な
要
因
で
す
。

問
い
合
わ
せ

は
、
生
活
環
境

課

（

�

７

６

６

・

８

７

１

２
）
へ
。

Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
の

取
り
組
み
状
況

町
役
場
で
は
自
ら
が
率
先
し
、
町
行
政
活
動
に
お
け
る
環
境
負
荷
の
低

減
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
住
民
の
皆
さ
ん
に
も
改
め
て
環
境
に
つ
い
て
考

え
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け
と
し
て
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
の
認
証
を
取
得

し
ま
し
た
。
そ
の
施
策
の
取
り
組
み
状
況
な
ど
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

地
球
温
暖
化
対
策
実
行
計
画

の
取
り
組
み
状
況

平
成
16
年
度
実
績

【表2】 16年度目標達成状況

ＣＯ2換算温室効果ガス
排出量一覧表

（単位：ｔ－ＣＯ2，％）

【表1】

現在、老人保健医療受給者証（一部負

担割合１割または２割）をお持ちの方は、

毎年、８月１日に負担割合の定時判定を

行い、前年の負担割合から変更があった

方のみ新しい老人保健受給者証を送付し

ます。判定の結果、負担割合が前年と変

更のない方は、現在の受給者証を使用く

ださい。

また、今年度より一定以上所得者（２

割負担）の方の判定基準が下表（一定以

上所得者となる判定基準表）のとおり、

変更されています。一定以上所得者とは、

同一世帯に7 0歳以上の方（老人保健の対

象となっている6 5歳以上の方も含む）で

基準額以上の方が１人でもおられる場合

は、その世帯の老人保健対象者全員が一

定以上所得者となります。

なお、住民税非課税世帯の方は、入院

の際、申請をすると自己負担限度額や食

事代が減額される「限度額適用・標準負

担額減額認定証」が交付されますので申

請してください。

くわしくは、保険住民課（�7 6 6－8 7 0 0）

へ。

老人保健受給対象の方へ

課税所得

収入額（高齢

者単身世帯）

収入額（高齢

者複数世帯）

従来基準額 新基準額

124万円以上

450万円以上

637万円以上

145万円以上

484万円以上

621万円以上

一定以上所得者となる判定基準表

▲　 素直な気持ちで、

ていねいに書けました。

平尾
ひらお

彩花
あやか

さん（4年）

� 葉っぱの色や長さを工夫しま

した。また、木の幹の皮の流れも

意識して描けました。

小川
おがわ

桜
さくら

さん（5年）

▲ のびのびと力強く

書けました。

新開
しんかい

彩香
あやか

さん（6年）

▲　木の幹の「緑っぽいところ」

～じっくり見ないと気づかない

色～に目を向けて、「赤・青・

黄・白」の4色を十分に使い、色

作りしました。

藤本
ふじもと

来治
らいち

くん（5年）

大 島 小 学 校


